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ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド

(NIKKO MONEY MARKET FUND)
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【届出の対象とした募集(売出)外国投資

信託受益証券の金額】

(ⅰ)USドル・ポートフォリオ

100億アメリカ合衆国ドル(約9,405億円)を上限とする。

(ⅱ)オーストラリア・ドル・ポートフォリオ

50億オーストラリア・ドル(約4,897億円)を上限とする。

(ⅲ)カナダ・ドル・ポートフォリオ

50億カナダ・ドル(約4,629億円)を上限とする。

(ⅳ)ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ

50億ニュージーランド・ドル(約3,936億円)を上限とす

る。
 

【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成25年５月31日に提出した有価証券届出書(平成25年９月２日付および平成25年９月30日付有価証券届出書

の訂正届出書により訂正済)の記載事項のうち、訂正すべき事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届

出書を提出するものです。
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2  【訂正の内容】

　　（注）　　の部分は訂正箇所を示します。

 

第三部　特別情報

第2　その他の関係法人の概況

＜訂正前＞

１　名称、資本金の額及び事業の内容

（前　略）

4　かざか証券株式会社（日本における「販売会社」）

(1) 資本金の額

2013年３月末日現在　10億円

(2) 事業の内容

金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。

（中　略）

２　関係業務の概要

（中　略）

4　かざか証券株式会社（日本における「販売会社」）

日本におけるファンド証券の販売に関し、販売業務を行う。

（後　略）

＜訂正後＞

１　名称、資本金の額及び事業の内容

（前　略）

4　内藤証券株式会社（日本における「販売会社」）

(1) 資本金の額

2013年３月末日現在　30億248万円

(2) 事業の内容

金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。

2014年3月1日付で、かざか証券株式会社を消滅会社とする吸収合併を行い、かざか証券株式会社の権利義

務全部を承継した。

（中　略）

２　関係業務の概要

（中　略）

4　内藤証券株式会社（日本における「販売会社」）

日本におけるファンド証券の販売に関し、販売業務を行う。

（後　略）
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